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ながさきコロナ対策飲食店認証制度補助金実施要領

【１.趣旨】

本事業では、県内の飲食店事業者が新型コロナウイルス感染症に対応し、県民及

び来県者が安心して利用できる環境を整備するため、ながさきコロナ対策飲食店認

証実行委員会（以下「委員会」という。）が実施するながさきコロナ対策飲食店認証

制度（以下「認証制度」という。）の認証取得のために取り組む設備投資等を支援す

ることとし、予算の定めるところにより、ながさきコロナ対策飲食店認証制度補助

金を交付するものである。

【２.補助対象者】

以下のすべての項目に該当する者

①飲食店（※）を営んでいる中小企業者等（※）のうち飲食スペースを有して

いること

②県内で店舗等を有していること

③認証制度の認証取得に向けた適正な感染防止対策を講じるために行う設備

投資等に取り組む事業者であって、かつその後に認証を取得したこと

④宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下

にある団体等でないこと

  ⑤次のいずれにも該当しない者（みなし大企業でない者）

a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が

所有している中小企業

b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有し

ている中小企業

c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業

※飲食店： 次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。

ア．食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令

の整備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第123号）附則第

2条第1項の規定によりなお従前の例により営業（飲食店営業又は

喫茶店営業に限る。）を行うことができるとされていること。

      イ．食品衛生法（昭和22年法律第233号）第55条第1項の許可（飲

食店営業に係るものに限る。）を受けていること。
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※中小企業者等： 中小企業支援法（昭和38年法律第147号）第２条第１項に

規定する中小企業者、中小企業団体及びそれに準ずるものと

して知事が特に支援が必要と認める団体をいう。

【３.補助率等】

・補助率：１０分の１０以内

・補助上限額：事業に要した経費で、１０万円を上限とする（税は含まない）

※千円未満切り捨て

・申請回数：１店舗につき１回限り

【４.対象経費】

次の①及び②を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費

①認証制度の認証取得に向けた適正な感染防止対策を講じるために補助対象者

が行う設備投資等に要する備品・機械装置等購入費

②認証制度開始日以降に事業に着手し、事業が完了した後の施設確認等におい

て認証基準を満たし、認証を取得したこと

（補助対象経費）

補助対象事
業の内容

補助対象経費 補助率 補助金額の範囲
経費区分 内容

認証制度の
認証取得に
向け、より
適正な感染
防止対策を
講じるため
に行なう設
備投資等

備品・機械
装置等購入
費

（飛沫感染防止）
○パーティション・アクリル板・
透明ビニールカーテン
（接触防止）
○消毒液ボトル設置台（足踏み式）
○非接触型体温計
○サーモカメラ
○非接触型消毒液ディスペンサー
○非接触型ソープディスペンサー
○コイントレー
○蓋付き便器（工事費を除く）
（換気機能向上）
○二酸化炭素濃度測定器
○サーキュレーター
○網戸（玄関用、工事費を除く）
※全て消費税は対象外

10/10

以内

限度額
1店舗当たり
10万円
※本事業を通じ
た補助金の総額
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【５.対象外経費】

①公租公課（消費税含む）、官公署に支払う手数料等、振込手数料、その他公的

資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

  ②事業が完了した後の施設確認等において、認証取得のために必要な設備投資

等と認められない経費

③認証制度開始日以前（令和３年６月１４日以前）に着手（契約・発注）した

取組にかかる経費

④同一内容で、国、県、市町、その他団体（以下、「国等」という。）が助成（国

等から受けた補助金等により、国等以外の機関が実施する助成を含む。）する

他の制度（補助金、委託費）と重複する場合。

【６.申請受付期間】

令和３年６月１５日（火）から令和４年１月３１日（月）まで（当日消印有効）

  ※予算額の上限に達した場合には受付期間中であっても受付を終了することが

あります。

【７.申請方法】

ア.提出先

  以下の①②いずれかの方法で申請すること。

①次の宛先へ「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法

で郵送すること。

〒８５０－８６１２

長崎中央郵便局 私書箱１２号

ながさきコロナ対策飲食店認証制度 補助金申請窓口 宛

       

②電子申請は現在準備中です。

イ.提出書類

法人の場合は①～⑥まで（※個人事業主の場合は①～⑦まで）の書類を、令

和４年１月３１日（月）（当日消印有効）までに、郵送又は電子申請をすること。

  ①表紙兼チェックリスト（様式外）  

②交付申請及び実績報告書（様式第１・２号）

③取組に要した経費の領収書・レシートの写し

⇒支払日、品名、金額（税抜）、商品等の内訳が分かるもの
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④誓約書（様式第３号）

⑤認証決定通知の写しと施設確認の際の指摘事項が分かる資料

⑥振込先口座の通帳の写し

   ※通帳の表紙及び通帳を開いた１・２ページの両方

  ⑦個人事業主の場合、本人確認書類の写し

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し

【８.補助事業の流れ】

①事前に認証申請により認証を取得する。（事業者）

  ↓

②所定の様式に必要事項を記入のうえ必要書類を添付して提出（事業者）

  ↓

③交付決定及び補助金額の確定通知を送付（県）

※不交付の場合は不交付決定通知を送付します。

↓

④補助金の交付（県）

  ※申請額が税込みとなっている場合や対象外経費が含まれる等の理由により、

申請額と交付決定額が異なる場合があります。

【９.その他】

・補助金交付の目的に従って、誠実に補助事業を行ってください。

・補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも

希望された金額の全てに応じられない場合があります。

・補助金の支払いは、取組（事業）終了後に行います。

・取組（事業）終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、

本補助 金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返金を指示します。

これを納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、補助金を返金する

とともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金（補助金の額

に年２．５％の割合で計算した額）を支払うことになります。

・本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組（事業）

に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあ

ります。

・本申請に係る書類一式については、事業終了後５年間は保管してください。
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【１０.問合せ先】

■県庁内電話相談窓口

  ＴＥＬ ０９５－８９４－３１８６

  受付時間  ９：００～１７：００（土日・祝日を除く）

※令和３年６月１５日（火）から６月３０日（水）まで

■ながさきコロナ対策飲食店認証制度申請事務局（コールセンター）

ＴＥＬ ０５７０－５５０－３８８

  受付時間 ９：００～１８：００（土日・祝日を除く）

※令和３年６月２４日（木）から


